
平成２２年１月１３日

東京電力㈱柏崎刈羽原子力発電所１号機危険物施設及び

５号機危険物施設の解除について

柏崎市消防本部

緊急使用停止命令を発令した同発電所の危険物施設について、下記のとおり

解除しました。

記

１ 解 除 日 平成２２年１月１２日

２ 解除施設 １号機 ９施設 ５号機 ８施設

別紙１、２のとおり

３ そ の 他 緊急使用停止命令 平成１９年７月１８日 全５５施設

既解除施設

７号機及び共用施設 平成２１年２月 ３日 １３施設

６号機 平成２１年６月２２日 ６施設

未解除施設

２号機 ７施設

３号機 ６施設

４号機 ６施設

以上



別紙1

1号機関係

番号 製造所等の別 施設名称
品名

科学名

数量

倍数

設置許可

完成検査

タービン建屋 昭和58年6月10日

第396号

昭和59年4月2日

第3号

原子炉複合建屋 昭和58年2月9日

第4898号

昭和59年1月19日

第83号

原子炉複合建屋 昭和58年2月9日

第４８９９号

昭和58年12月21日

第７５号

原子炉複合建屋 昭和58年2月9日

第４９００号

昭和58年11月29日

第６８号

海水熱交換器建屋 昭和57年10月28日

第３７４１号

昭和58年11月4日

第５４号

海水熱交換器建屋 昭和57年10月28日

第３７４２号

昭和58年11月4日

第５５号

原子炉複合建屋 昭和58年6月21日

第１９９８号

昭和59年1月25日

第８４号

原子炉複合建屋 昭和58年5月9日

第９８６号

昭和58年12月14日

第７０号

１～４号機共用 昭和57年12月24日

第４１４４号

昭和58年8月8日

第２６号

8
第四石油類

潤滑油

9 特定屋外タンク貯蔵所

１２ ＫＬ
２ 倍

№１重油タンク
第三石油類 ３，０００ ＫＬ

重油 １，５００ 倍

再循環ＭＧセット

１０．７６３ ＫＬ

第二石油類

３４４ 倍
３４４ ＫＬ

6

7

１４ ＫＬ
１４ 倍

６．５ ＫＬ
１．０８４ 倍

第四石油類
潤滑油

５．３８１ 倍その他（廃油）

３４４ ＫＬ
３４４ 倍

第三石油類

一般取扱所

一般取扱所

非常用ディーゼル
発電設備 Ａ系

一般取扱所

一般取扱所

屋内タンク貯蔵所

軽油タンク Ｂ屋外タンク貯蔵所

非常用ディーゼル
発電設備 Ｂ系

ＯＤ（オイルドレン）
貯蔵タンク

3

非常用ディーゼル
発電設備 ＨＰＣＳ系

屋外タンク貯蔵所 軽油タンク Ａ5

一般取扱所

4

消防法第12条の3による緊急使用停止命令に係る製造所等の
解除施設一覧表

２０ ＫＬ
２０ 倍

３ ＫＬ
０．５ 倍

2

第二石油類
軽油

第四石油類
潤滑油

６．５ ＫＬ
１．０８４ 倍

第四石油類
燐酸エステル

1 タービン設備

軽油

軽油

第四石油類
潤滑油

１０６ ＫＬ
１７．６７ 倍

第四石油類
潤滑油

２０ ＫＬ
２０ 倍

６．５ ＫＬ
１．０８４ 倍

第二石油類
軽油

第二石油類
軽油

第二石油類



別紙２

５号機関係

番号 製造所等の別 施設名称
品名

科学名

数量

倍数

設置許可

完成検査

タービン建屋 昭和60年3月29日

第３８１４号

昭和63年11月9日

第５８号

原子炉建屋 昭和60年3月29日

第３８１５号

昭和63年10月20日

第５１号

原子炉建屋 昭和60年3月29日

第３８１６号

昭和63年12月12日

第７５号

原子炉建屋 昭和60年11月6日

第２５３２号

昭和63年12月12日

第７４号

海水熱交換器建屋 昭和60年11月6日

第２５３３号

昭和63年11月9日

第５９号

海水熱交換器建屋 昭和60年11月6日

第２５３４号

昭和63年11月9日

第６０号

原子炉建屋 昭和60年3月29日

第３８１７号

昭和63年7月1日

第２１号

原子炉建屋 昭和60年3月29日

第３８１８号

昭和63年7月1日

第２２号

第二石油類
軽油タンク Ｂ

軽油

再循環ＭＧセット Ｂ
第四石油類

潤滑油

第四石油類
再循環ＭＧセット Ａ

潤滑油

１．７５ 倍

３．９ ＫＬ
０．６５ 倍

１０．５ ＫＬ
１．７５ 倍

１０．５ ＫＬ

３４４ ＫＬ
３４４ 倍

３４４ ＫＬ
３４４ 倍

7

6

8

一般取扱所

一般取扱所

屋外タンク貯蔵所

5

１４ ＫＬ
１４ 倍

屋外タンク貯蔵所
第二石油類

軽油タンク Ａ
軽油

第二石油類
軽油

非常用ディーゼル
発電設備 ＨＰＣＳ系 第四石油類

潤滑油

一般取扱所

2

3

4

一般取扱所

一般取扱所

消防法第12条の3による緊急使用停止命令に係る製造所等の
解除施設一覧表

第二石油類
軽油

非常用ディーゼル
発電設備 Ａ系 第四石油類

潤滑油

３ ＫＬ
０．５ 倍

第四石油類
潤滑油

タービン設備

第四石油類
燐酸エステル

1

２０ ＫＬ
２０ 倍

第二石油類
軽油

非常用ディーゼル
発電設備 Ｂ系

１０６ ＫＬ
１７．６７ 倍

一般取扱所

第四石油類
潤滑油

２０ ＫＬ
２０ 倍

６．６ ＫＬ
１．１ 倍

６．６ ＫＬ
１．１ 倍


